報告事項３（周知・報告）
令和７年度（令和８年１月１日以降同年３月31日まで）における
教職員の懲戒処分の状況について
教育長が専決した標記状況について、別紙のとおり報告する。

令和８年４月20日
＜参考＞

　地方公務員法

　（懲戒）

第29条　職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

一　この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれらに
基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程
に違反した場合

二　職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

三　全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
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